
令和 7年 1月 9日 

 

此花区役所 まちづくり推進課 

(まちづくり推進グループ) 

 

公募型プロポーザルに係る受付質問及び回答 

 

【件名】 

令和 7年度 此花区地域活性化支援事業業務委託 

 

 質問 回答 

1 

〔仕様書 5 ⑶ エ〕 

 

契約日が4 月1 日とされていますが、

スマートフォン講習会の実施日を 4 月

にも設けることが記載されています。 

契約日以前に発生する開催にかかる

作業については、委託者で実施されるの

でしょうか。 

 令和 7年 4月に、此花区役所を会場とする講習会の開催（2回）

を仮予定しています。 

・4月 10日(木) 及び 23日(水)：各日 10:30～12:00 

 ・電話、地図、LINE等の使い方 入門講習 

 ・携帯電話事業者の専門講師による講習 

※ 開催に伴うカリキュラム・講師派遣に追加経費は生じない見込みです。 

 

あらかじめ要する周知・募集受付については、「令和 6年度 此

花区地域活性化支援事業」の過程で事前に進めた上で、後日、本

件受託者への引継ぎを予定しています。 
 

 上記の他、更なる開催計画をご提案いただいても構いません。 

2 

〔仕様書 5 ⑸ エ〕 

 

 定例会議について、開催の頻度を教え

てください。 

此花区地域活性化支援事業を進めるにあたっては、此花区職員

と受託者との間で十分なコミュニケーションを図り、目標や課題

意識等を共有しながら進めていく必要があると考えています。 

そのためには、受託者が適切であるとお考えになる回数・頻度

において、適時、現況及び支援業務の進捗等について報告をいた

だけるものと考えております。 

3 

〔仕様書 5 ⑸ オ〕 

 

大阪市が主催する連絡調整会議の開

催頻度、また、作成すべき資料の量はど

の程度を想定しているでしょうか。 

各区役所職員と受託者（各区の地域活性化支援事務所支援員）

が参加する連絡調整会議について、令和 7年度の開催予定は、現

時点で示されておりません。 

なお、直近 2ヵ年度における開催実績は、年 1回（2時間程度）

であり、参加に際してとりわけ作成いただいた資料はありません

でしたが、必要に応じて、地域の現況等を整理・報告いただくこ

とを想定しています。 

 


